
第8４回九都県市首脳会議 相模原市提案

農地及び農林業用施設の災害復旧のための
支援の拡充について
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提案の背景

被災地の着実かつ早期復旧の重要性がこれまで以上に増大

記録的な自然災害が全国各地で多発、自然災害の激甚化、頻発化が進行
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※被害箇所の確定、被害額の算出

※測量、設計、積算

災害発生

被害確定報告(１か月)

復旧被害概要書の提出
※東日本台風時は２か月以内(現在は撤廃)

災害査定

災害復旧事業費の提出

提案の背景

（参考）国庫補助率（激甚災害の場合）

施設名 農地 農業用施設 林道

補助率 約96％ 約98％ 約92％

※農林水産省、林野庁HPより過去5年間の平均

災害査定の採択を
受けた場合

国の補助制度の活用が可能となり、
円滑な災害復旧事業に寄与

90％以上になっており、
高い補助率である

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の
暫定措置に関する法律
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課題

〈被災時の現状〉
◆地方公共団体は、避難所の開設など住民の
安全確保や被災者の支援、生活基盤の早期
回復を最優先に実施

◆林道等の施設は、急峻な土地が多いなど、
地理的、地形的条件が厳しく、現地調査自
体に困難を極めている

◆被害調査や設計などを担当する技術職員の
不足

✓ 大規模な災害では、事業採択に必要な調査、報告を期限内
（1ヶ月）に対応することは非常に困難

✓ 事業採択を受けられない場合、財政的に大きな負担となる
ことから、着実かつ早期復旧は困難
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課題

しかしながら……

◆農地、農業用施設

我が国における食料の安定供給と食料自給率の持続的な
確保のために欠くことのできない基盤となる重要な施設

◆林業用施設

森林整備のみならず、森林資源の循環利用による脱炭素
社会の実現、さらには国民の生命、財産を守る、治山・治水
といった国土保全の取組の基盤となる重要な施設

道路や橋梁など公共土木施設等と同様に、
着実に復旧することは必要不可欠
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要望事項

農林業に係る災害復旧事業を円滑に進めるため、被害の状況や規模に
応じて、国への被害報告期限を緩和すること。

国への報告期限の緩和が困難な場合、報告期限後に確定した被災箇所
の復旧に必要な新たな補助制度等を創設すること。
または既存の農林業施設整備事業等を災害復旧事業にも適用できる

よう採択基準を見直すこと。

① 報告期限の緩和

② 新たな財政支援等

③ 人的支援の更なる充実・強化
地方公共団体が行う農林業災害復旧事業に係る被害調査、報告に

対する国の人的支援について、既存の人的支援制度の更なる充実・
強化に努めること。
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円滑な農地及び農林業用施設の災害復旧に向けて・・・

円滑な取組の実施支援制度の拡充

最後に

災害復旧の更なる強化を図ることにより
自然災害の激甚化・頻発化に負けない社会を実現

国 地方公共団体

結果として


